
№ 付　　議　　事　　項

１ 諮問第 １ 号

＜ 氏 名 ＞ 鈴木　匠

＜ 氏 名 ＞ 熊野　吉美

＜ 氏 名 ＞ 松永　喜雄

＜ 氏 名 ＞ 田渕　謙二

２ 報告第 ２ 号

（４、５ページ参照）

３ 報告第 ３ 号

４ 報告第 ４ 号

５ 報告第 ５ 号

６ 議案第 ４２ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　４５９，８００，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 川崎重工業株式会社関西支社

＜ 工 事 内 容 ＞ 定期検査修理工事（廃棄物処理法等に基づく法定点検）

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和８年３月２７日まで

令和６年度高槻市水道事業会計継続費繰
り越し状況報告について

第９次水道施設等整備事業　　　　　　　　　　２，０３３，７１７，６００円

ごみ処理施設第二・第三工場定期検査修
理工事請負契約締結について

令和６年度高槻市一般会計繰越明許費繰
り越し状況報告について

嶋上郡衙跡附寺跡整備事業ほか１２事業　　　　４，５６０，８６６，０００円

令和６年度高槻市下水道等事業会計予算
の繰り越し状況報告について

下水道建設事業　　　　　　　　　　　　　　　　　４６１，１００，０００円

令和６年度高槻市水道事業会計予算の繰
り越し状況報告について

改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６６，５８２，９００円

令和７年６月市議会定例会付議事項の主要内容
議案番号 主　　要　　内　　容

人権擁護委員候補者推薦の諮問について

1



№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

７ 議案第 ４３ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　２１７，７８９，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 相互住宅株式会社

＜ 工 事 内 容 ＞ 内部改修工事（給食室）　床面積１７９㎡

小荷物昇降機設置工事（内部）　地上２階

トイレ洋式化　１、２階　床面積７２㎡

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和８年３月６日まで

８ 議案第 ４４ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　１９２，１３０，４００円

＜ 契 約 先 ＞ 相互住宅株式会社

＜ 工 事 内 容 ＞ 中・南棟校舎

　鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積３，４１９㎡

　外壁改修工事

　屋上改修工事　８０４㎡

　内部改修工事（普通教室、特別支援教室、廊下、防火戸）

　　　　　　　　床面積１，６０３㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和８年３月６日まで

９ 議案第 ４５ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　１５３，６３７，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 相互住宅株式会社

＜ 工 事 内 容 ＞ 北棟校舎

　鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積２，７００㎡

　外壁改修工事

　屋上改修工事　８７７㎡

　内部改修工事（教室、廊下）　床面積１，３７１㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和８年３月６日まで

たかつき芥川認定こども園給食室改修そ
の他工事請負契約締結について

高槻市立赤大路小学校校舎改修工事請負
契約締結について

高槻市立芥川小学校校舎改修工事請負契
約締結について
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

１０ 議案第 ４６ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　１４０，６９０，０００円

＜ 契 約 先 ＞ 株式会社マニエラ

＜ 工 事 内 容 ＞ 体育館

　鉄筋コンクリート造　地上１階　延べ面積７４９㎡

　外壁改修工事

　屋根改修工事　８６６㎡

　建具改修工事

　内部改修工事　床面積７４９㎡

　ＬＥＤ照明改修

＜ 工 期 ＞ 議決日から令和８年３月６日まで

１１ 議案第 ４７ 号
（６～８ページ参照）

１２ 議案第 ４８ 号

１３ 議案第 ４９ 号

１４ 議案第 ５０ 号

１５ 議案第 ５１ 号

１６ 議案第 ５２ 号

１７ 議案第 ５３ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　２６５，４６２千円

＜補正後の総額＞ 　１４９，７２９，０２６千円

（９ページ参照）

１８ 議案第 ５４ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　　　５，６３５千円

＜補正後の総額＞ 　　　８，１７７，４６１千円

（９ページ参照）

※　その他

１　市長の専決処分事項の指定に係る報告について（損害賠償額の決定）

　　２　市長の専決処分事項の指定に係る報告について（訴えの提起）

高槻市民生委員定数条例中一部改正につ
いて

高槻市関西将棋会館建設支援基金条例廃
止について

令和７年度高槻市一般会計補正予算（第
１号）

令和７年度高槻市後期高齢者医療特別会
計補正予算（第１号）

高槻市市税条例中一部改正について ＜令和７年６月市議会提出予定条例議案概要のとおり＞

高槻市消防団員等公務災害補償条例中一
部改正について

高槻市都市公園条例中一部改正について

高槻市営駐車場条例等中一部改正につい
て

高槻市立高槻小学校体育館改修工事請負
契約締結について
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※所管部課名は、平成29年度時点の名称

1
街にぎわい部
文化財課

嶋上郡衙跡附寺跡整備事業 32,635 千円
該当物件の代替地確保と物件除却に不測の時間を要し、事業を年度内に完了できなかったた
め、繰越したもの。

2
総務部
物価高騰対応給付金
チーム

住民税非課税世帯等給付金事業
（重点支援地方交付金事業）

51,456 千円 事業の性質上、給付金申請が４月以降になる事業費について、繰越したもの。

3
健康福祉部
長寿介護課

高齢者福祉施設整備等補助事業 39,600 千円
補助対象事業者が、入札不落等により当初計画と比べて着工に遅れが生じ、年度内に完了でき
なかったため、繰越したもの。

4
子ども未来部
保育幼稚園総務課

認定こども園整備事業 177,136 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

5
子ども未来部
子ども保健課

健康情報管理システム改修事業 1,540 千円
国からのシステム改修仕様等の提供の遅れにより、システム改修を年度内に完了できなかった
ため、繰越したもの。

6
都市創造部
下水河川企画課

排水機場更新事業 96,978 千円
事業で使用していた水路止水のための大型土のうが豪雨で崩壊し、復旧等に時間を要し、事業
を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

7
街にぎわい部
産業振興課

プレミアム付商品券事業 2,076,621 千円 事業の性質上、年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

8
都市創造部
道路課

道路施設長寿命化事業 44,300 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

9
教育委員会
学校安全課

小学校校舎改修事業 1,143,700 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

10
教育委員会
学校安全課

小学校エレベーター設置事業 46,900 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

11
教育委員会
学校安全課

小学校トイレ整備事業 514,800 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

12
教育委員会
学校安全課

中学校校舎改修事業 56,000 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

繰越明許費
繰　越　額

令和６年度一般会計繰越明許費 事業別明細

所 管 部 課 事 業 名 理　　　由
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繰越明許費
繰　越　額

所 管 部 課 事 業 名 理　　　由

13
教育委員会
学校安全課

中学校トイレ整備事業 279,200 千円 国の交付金の内示時期の関係から、事業を年度内に完了できなかったため、繰越したもの。

合計 4,560,866 千円
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令和７年６月市議会提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

４７ 高槻市市税条例中一部改正につ

いて 

  

 令和７年３月３１日付け「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正

する法律（令和７年法律第７号）」による地方税法の一部改正等に伴い、同日付けの専決

処分により改正を行った事項以外のものについて次のとおり改正を行う。 

１ 個人市民税関係 

  所得割の納税義務者が、控除対象扶養親族に該当しない前年の合計所得金額が１２３

万円以下の特定親族（１９歳以上２３歳未満の親族（配偶者等を除く。））を有する場

合には、当該特定親族の前年の合計所得金額に応じた控除額を総所得金額等から控除す

る。（第１９条、第２６条、第２７条の２及び第２７条の３関係） 

２ 市たばこ税関係 

 (1) 加熱式たばこの課税標準について、当分の間、次のとおり紙巻たばこの本数への換

算に係る特例措置を講ずる。（附則第３１条の５関係） 

区  分 換 算 の 方 法 

ア 葉たばこを原料の全

部又は一部としたもの

を紙その他これに類す

る材料のもので巻いた

加熱式たばこ 

当該加熱式たばこの重量（フィルター等の重量を除く。

以下同じ。）０.３５グラムをもって紙巻たばこの１本

（当該加熱式たばこの重量が０.３５グラム未満の場合

は、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本

）に換算 

イ ア以外の加熱式たば

こ 

当該加熱式たばこの重量０.２グラムをもって紙巻たば

この１本（当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量が４グラム未満の場合は、当該加熱式たばこの品目

ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本。ただし、アと

併せて喫煙の用に供されるもの等を除く。）に換算 

 (2) (1)の経過措置として、令和８年４月１日から同年９月３０日までの間における売

渡し等については、現行の換算方法により得た本数に０.５を乗じて得たもの及び改

正後の換算方法により得た本数に０.５を乗じて得たものの合計数とする。（改正附

則第４条関係） 

 令和８年１月１日から施行

する。ただし、２は同年４月

１日から、３は地方税法等の

一部を改正する法律（令和５

年法律第１号）附則第１条第

１２号に掲げる規定の施行の

日から施行する。 
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  ３ その他 

  公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により表示するとと

もに、市役所及び支所前の掲示場に掲示し、又は市の事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示することとする。（第６条関係） 

  

 

４８ 高槻市消防団員等公務災害補償

条例中一部改正について 

 「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令和７

年政令第３７号）」に基づき、次のとおり改正を行う。 

 (1) 消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を９,７００円（現行：９,１００円）に、

最高額を１４,５００円（現行：１４,２００円）に引き上げる。（第５条第２項関係

） 

 (2) 扶養親族のある非常勤消防団員等の補償基礎額の加算額について、次のとおり改定

を行う。（第５条第３項関係） 

区  分 改 正 後 現  行 

配 偶 者 １００円 ２１７円 

子 ３８３円 ３３３円 

その他の扶養親族 現行どおり ２１７円 

 (3) 非常勤消防団員に係る補償基礎額を次のとおり引き上げる。（別表関係） 

階 級 

勤  務  年  数 

１０年未満 
１０年以上 

２０年未満 
２０年以上 

団長及び副団

長 

１２,９００円 

(１２,５００円) 

１３,７００円 

(１３,３５０円) 

１４,５００円 

（１４,２００円） 

分団長及び副

分団長 

１１,３００円 

(１０,８００円) 

１２,１００円 

(１１,６５０円) 

１２,９００円 

(１２,５００円) 

部長、班長及

び団員 

 ９,７００円 

( ９,１００円) 

１０,５００円 

( ９,９５０円) 

１１,３００円 

(１０,８００円) 

  ※ 括弧内の額は、現行の額 

  

 公布の日から施行し、補償

基礎額の加算額を引き下げる

部分は同日以後に支給すべき

事由の生じた損害補償等につ

いて、その他の部分は令和７

年４月１日以後に支給すべき

事由の生じた損害補償等につ

いて適用する。 
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４９ 高槻市都市公園条例中一部改正

について 

  

 高槻城公園に設置する有料施設の管理に関し必要な事項を次のとおり定める。 

 (1) 指定管理者が行う業務の範囲に有料施設の使用許可に関することを加える。（第２

条の９及び第８条関係） 

 (2) 有料施設は駐車場とし、その利用できる日時は終日とする。（別表第１関係） 

 (3) (1)の使用許可に係る利用料金は、指定管理者の収入とし、当該利用料金の額は、

次に掲げる額の範囲内で市長の承認を得て定めるものとする。（別表第３関係） 

駐車できる車両の種類 利用料金（１日１回につき） 

普通自動車及び準中型自動車 ３０分までごとに２００円 

中型自動車 ２,０００円 

大型自動車 ４,０００円 

  

 規則で定める日から施行す

る。 

 

５０ 高槻市営駐車場条例等中一部改

正について 

  

 指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより、駐車場の効率的な管理及び運営

を図るため、次に掲げる４条例に基づく駐車に係る利用料金は、指定管理者の収入とする

とともに、当該利用料金の額は、現行の駐車の利用に係る料金の額を上限として、指定管

理者が市長の承認を得て定めることとするほか、所要の改正を行う。 

 (1) 高槻市営駐車場条例（第１条関係） 

 (2) 道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例（第２条関係） 

 (3) 高槻市立自転車駐車場条例（第３条関係） 

 (4) 道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例（第４条関係） 

  

 令和８年４月１日から施行

する。 

５１ 高槻市民生委員定数条例中一部

改正について 

  

 高槻市民生委員児童委員協議会からの要望（令和７年３月３日付け）を踏まえ、世帯数

の増加等、前回の一斉改選時からの状況の変化に対応するため、民生委員の定数を５５４

人（現行：５５３人）に増員する。 

  

 令和７年１２月１日から施

行する。 

  

５２ 高槻市関西将棋会館建設支援基

金条例廃止について 

  

 公益社団法人日本将棋連盟による関西将棋会館の建設に要する費用の支援を完了したた

め、当該支援に充てるために設置された高槻市将棋会館建設支援基金を廃止する。 

  

 公布の日から施行する。 
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種　別 事業名等 補正額(千円)

生活保護総務管理等 8,360

感染症予防 251,419

そ の 他 繰出金 5,635

分担金及び負担金 5,512

国庫支出金 4,950

繰入金 255,000

（歳入）

繰入金 5,635

（歳出）

総務費 5,635

令和７年度６月補正予算主要内容

主　　要　　内　　容

一　般　会　計　歳　出

後期高齢者
医 療
特 別 会 計

健康福祉部

生活保護基準の改定等に伴うシステム改修費

一般会計繰入金

新型コロナウイルス感染症定期予防接種に係る委託料など

後期高齢者医療特別会計

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認証の職権交付を継続することに
伴う通信運搬費の増

一 般 会 計
歳 入

感染症予防事業費他市等負担金

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

財政調整基金
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